
一

（
内
閣
委
員
会
）

独
立
行
政
法
人
男
女
共
同
参
画
機
構
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
三

号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
独
立
行
政
法
人
男
女
共
同
参
画
機
構
法
の
施
行
に
伴
い
、
男
女
共
同
参
画
社
会
基
本
法
に
お
い
て
男
女
共
同

参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
推
進
す
る
た
め
の
機
関
と
し
て
の
独
立
行
政
法
人
男
女
共
同
参
画
機
構
（
以
下

「
機
構
」
と
い
う
。
）
の
役
割
を
定
め
る
ほ
か
、
関
係
法
律
の
規
定
の
整
備
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内

容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
関
す
る
活
動

を
行
う
民
間
の
団
体
等
の
間
に
お
け
る
協
議
の
促
進
そ
の
他
の
関
係
者
相
互
間
の
連
携
と
協
働
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な

施
策
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

二
、
地
方
公
共
団
体
は
、
一
の
関
係
者
相
互
間
の
連
携
と
協
働
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
施
策
を
推
進
す
る
た
め
の
拠
点

（
以
下
「
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
」
と
い
う
。
）
と
し
て
の
機
能
を
担
う
体
制
を
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
確
保
す
る

よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。



二

三
、
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
機
能
を
担
う
者
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形

成
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
効
果
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
機
構
と
密
接
に
連
携
す
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

四
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
取
り
組
む
人
材
の
確
保
、
養
成
及
び
資
質
の
向
上
に

必
要
な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

五
、
機
構
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
関
す
る
活
動
を
行
う
民
間
の
団

体
等
と
連
携
し
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
推
進
の
た
め
の
中
核
的
な
機
関
と
し
て
積
極
的
な

役
割
を
果
た
す
も
の
と
す
る
。

六
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
独
立
行
政
法
人
男
女
共
同
参
画
機
構
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


